
富山県における
HTLV-1母子感染対策について

富山県厚生部健康課
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資料１



Ⅰ 富山県HTLV-1母子感染対策の体制ができるまで

○平成23年１月 全市町村の妊婦健診でHTLV-1抗体検査実施

市町村保健センター・中核市保健所・県保健所等

関係者研修会の開催

○平成23年４月 HTLV-1母子感染対策検討部会設立準備

○平成23年６月 県医師会における医師研修会を開催

８月 事業実施要領制定、検査実施状況の実態調査

11月 周産期保健医療協議会に「HTLV-1母子感染対

策検討部会」設置・検討部会の開催

○平成24年１月 富山県HTLV-1母子感染対応マニュアル作成

○平成25年３月 富山県HTLV-1母子感染対応マニュアル作成

（第２版改訂）
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Ⅱ 富山県HTLV-1母子感染対策体制図

富山県HTLV－１母子感染対策検討部会

26週(6回目)

県保健所は
広域的支援
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Ⅲ 富山県における体制の工夫①

①確認検査（WB法）は、市町村
の妊婦精密健康診査を活用
できるようにした。
・申請時に面接が可能

・受診結果の把握が可能

（医療機関と連絡）

・未受診の際には、個別フォロー

により、受診勧奨が可能

・経済的負担の軽減

妊婦精密健康診査
受診申請書
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連絡票により、市町村
や県保健所は積極的
にキャリア妊婦とコンタ
クトがとれるようになる。

Ⅲ 富山県における体制の工夫②

②出産後の母乳対応（とく

に短期母乳、凍結母乳）が

大変なため、退院時に市町

村保健センター・中核市保

健所、県保健所のサポート

があることを伝え、希望者

は未熟児等出生連絡票に

HTLV-1と記載して地域で

サポートする体制を整えた。

この体制によりフォローアッ

プ中の種々の問題点が明

らかとなってきている。

母乳栄養法と

母乳管理法について
依頼

HTLV-Iと記載【結果（H23.7～H27.3）】
○連絡票活用事例

9人/19人（47.4%）
※9事例全てで保健師の
支援に好意的な意見あり

○栄養法別頻度
・短期母乳：4人
・人工乳 ：4人
・凍結母乳：0人
・その他 ：１人

うち、短期母乳で断乳が
成功したもの：4人/4人 5



Ⅲ 富山県における体制の工夫③

③富山県産婦人科医会と協力し、
全施設を対象にHTLV-1抗体検
査の全例調査を実施。（回収率100％）

・キャリアがいることが判明。キャリア事例
は、全例を検討部会で協議
・一次抗体陽性では、全例に確認検査

（WB法）が施行されるようになった。

・確認検査（WB）判定保留でもPCR未実施

事例があったが、全施設に通知した結果、

全例でPCR法が行われるようになった。

・陽性者のカウンセリング未実施の場合、

理由の記載欄を追加した。

（H26年度後期調査分より）
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富山県のHTLV-1スクリーニングの変遷（全例調査）

期　間 抗体検査陽性
H23年1月～H23年6月 12/3,880 (0.3%)
H23年7月～H24年3月 8/6,049(0.13%)
H24年4月～H25年3月 16/8,425(0.19%)
H25年4月～H26年3月 21/7,780(0.27%)
H26年4月～H27年3月 17/7,804(0.22%)

総　計 74/33,938(0.218%)



Ⅲ 富山県における体制の工夫④（研修会）
<平成23年度>
第1回目 平成24年１月24日（火）19:00～

内 容 ①連絡「富山県HTLV-1母子感染対策について」
②講演「HTLV-1抗体検査や関連疾患の基本的知識と

相談指導・コメディカルの役割について」
第2回目 平成24年２月16日（木）19:00～

内 容 ①事例検討「HTLV-1陽性妊婦への支援の実際」
②講演「HTLV-1陽性妊婦へのカウンセリング方法」

<平成24年度> 平成24年11月18日（日）

「HTLV-1ウイルス、ATL、HAM公開講演会・シンポジウム｣参加

<平成25年度> 平成26年２月27日（木） 19:00～
内 容 ①事例検討「HTLV-1陽性妊婦への支援の実際」

②講演「富山県における検討部会設置の経緯と現状」

<平成26年度> 平成27年３月17日（火） 19:00～
内 容 ①事例検討「HTLV-1陽性妊婦への支援の実際」

②講演「HTLV-1抗体陽性妊産婦へのカウンセリング支援の実際」

<平成27年度> 平成27年11月7日（土）
「日本看護学会-ヘルスプロモーション-学術集会」交流集会で報告（医師・助産師・保健師）

参加者は、
産科医療関係者、

市町村・県保健師、
助産師 等

講師：富山大学産科婦人科
教授 齋藤滋先生

研修会では毎回
事例検討を行い、
具体的な対応方
法を受講者全員
で考えている
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Ⅳ HTLV-1母子感染対策における評価及び課題

(1)妊婦HTLV-1抗体検査実施状況の把握・検査の適切な実施
・陽性者の割合
・抗体検査陽性の場合は、全数に確認検査（WB法）が行われるようになった
・確認検査判定保留の場合、PCR検査が全例に行われるようになった
・抗体検査実施時期の変更（妊婦健診：妊娠28週頃（7回目）→妊娠26週頃（6回目）)

(2)母子感染に係る相談窓口の明確化

(3)普及啓発・・・妊婦用のリーフレットの配布

(4)関係者の研修・保健指導の向上：講義及び事例検討による相談対応のスキルアップ

(5)医療機関の連携

・専門医療機関への紹介、産科から他科への紹介
・小児科や血液内科等でのフォロー
・３歳時でのフォロー体制の明確化

(6)母子感染対策の評価
・母子感染の予防の確認(授乳方法、児の抗体検査など)、母子や家族等の悩みの把
握や不安軽減の状況、正しい知識や理解の普及 等

(7)陽性者への支援体制
・体制整備前・・・短期母乳の支援や終了確認が困難、継続したフォローが困難
・体制整備後・・・授乳の指導や母児の継続したフォロー（支援希望者の把握を含む）、

母乳管理法の地域への連絡とサポート（未熟児等出生連絡票）等8


